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１． 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1） 企業行動規準、定款及び取締役会規程を遵守することにより、業務の適正を確保する体制を
確立し、必要に応じて外部の専門家を起用することにより、監査役と協力して未然に法令定款
違反を防止する。

（2） 企業行動規準に基づいて就業規則に関連規程を定めることにより、社員等の職務の執行が法
令等に適合することを確保する。

（3） 取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見したときには、
直ちに監査役及び社長等に報告し、適切な措置をとるものとする。

（4） 監査役はコンプライアンス及び内部通報制度の運用に問題があると認めたときには、取締役会
において意見を述べるとともにその改善策の策定を求めることができる。

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程及び文書管理規程に基づき、保存
期間、閲覧の条件等を明確にすることとする。

３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの把握とその管理及び管理の体制等については、危機管理規程に基づき、不測の事態
が発生した場合について、社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部
の専門家も含め、損害の発生を最小限にとどめる体制を整えるものとする。

４． 取締役の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
（1） 取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜に開催することとし、当社の経営
方針にかかわる重要事項については、適宜、社長等によって事前に審議をするものとする。

（2） 取締役会の決定に基づく業務執行の組織、業務分担、責任者については、都度定めることと
する。

５． 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役を補助すべき使用
人として監査役補助者を任命することとする。

（2） 監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないこととし、監査役補助者の人事異動、昇
給、昇格等人事に関する事項については監査役の同意を得るものとし、取締役からの独立性
を確保するものとする。

（3） 監査役監査の適切な遂行をするため監査環境整備に努めるとともに、監査役の監査役補助者
に対する指示の実効性を確保するものとする。

６． 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、報告をした者が当該報告をしたことを
理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

（1） 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議においてその担当
する業務の執行状況や業務の適正を確保するために必要な重要事項について監査役に対し
て都度報告するものとする。

（2） 社内での反社会的行為等をなくす為に内部通報制度を設け、法令定款遵守の体制を確保す
るものとする。また、通報者が不利益を被らないように保護規定を設けるものとする。

７． その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
（1） 取締役及び使用人は、監査役が監査計画に基づく監査の実効性を確保するための内部統制
の整備、内部監査部門との連係等の体制整備に努めることとする。

（2） 監査役会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法
律・会計の専門家を活用できることとする。

以上


